
蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、私立保育所等に通う児童がいる世帯の家計負担の軽減を図る

ため、予算の範囲内において、私立保育所等の給食の提供に要する費用（以下「給

食費」という。）を補助する蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金（以下「補

助金」という。）について、蒲郡市補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第

１７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 私立保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項の規

定により、市町村以外の者が設置した保育所をいう。 

⑵ 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園

法」という。）第１２条の規定により、市町村以外の者が設置した幼保連携型認

定こども園をいう。 

⑶ 私立幼稚園型認定こども園 認定こども園法第３条第１項又は第３項の規定

により、市町村以外の者が認定を受けた幼稚園型認定こども園をいう。 

⑷ 私立幼稚園 市町村以外の者が設置した学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１条に規定する幼稚園をいう。 

⑸ 認可外保育施設 児童福祉法第５９条の２第１項の規定により届出をした者

であって、市町村以外の者が設置した認可外保育施設をいう。 

⑹ 障害児通所施設 児童福祉法第２１条の５の１５第１項に規定により、市町

村以外の者が指定を受けた障害児通所施設をいう。 

⑺ 病児保育事業者 児童福祉法第６条の３第１３項に規定する病児保育事業を

行う事業者をいう。 

⑻ 私立保育所等 前各号に規定する施設又は事業者をいう。 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 



⑴ 給食費を無償とする事業（当該費用が第６条本文に規定する上限額を超える

場合は、当該上限額を給食費から控除する事業とする。以下「補助事業」とい

う。）を行う私立保育所等を運営する者 

⑵ 私立保育所等を利用する児童の保護者 

（対象経費） 

第４条 次条に規定する対象児童に要する私立保育所等が設定した当該年度の４月

１日から同年度の３月３１日までの給食費とする。 

（対象児童） 

第５条 私立保育所等を利用する未就学児の児童のうち、蒲郡市に住民登録がある

満３歳以上の児童（補助申請年度中に満３歳に達する児童を除く。）とする。た

だし、第２条第２号及び第３号に規定する施設の利用者であって、子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１号に規定する児童又は第２条

第４号に規定する施設の利用者であって、同法第３０条の４第１号に規定する児

童は、補助申請年度中に満３歳に達する児童であっても補助金の対象とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、児童１人につき次の各号に掲げる金額の合計を上限とし、

同一の児童が複数の施設を利用する場合は、施設ごとに当該金額を上限とする。

ただし、第２条第１号から第３号までに規定する施設のうち、施設型給付の副食

費免除加算の対象となる児童については、第２号に規定する金額は対象としない

ものとする。 

 ⑴ 給食費のうち主食費相当額 月額９００円 

 ⑵ 給食費のうち副食費相当額 月額５００円 

２ 前項の規定にかかわらず、実際の支払額が前項の規定による上限額に満たない

場合は、当該支払額を限度とする。 

３ 私立保育所等において主食費及び副食費の設定がないときは、給食費のうち月

額９００円に達するまでの金額を主食費相当額とし、給食費から当該主食費相当

額を引いた金額を副食費相当額とする。この場合において、前２項に規定する金

額を上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる

書類を市長に提出しなければならない。ただし、一の児童について、第１号の者



から申請又は申請の見込みがある場合は、第２号の者は当該施設に係る申請はで

きないものとする。 

 ⑴ 私立保育所等を運営する者 次に掲げる書類 

  ア 蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付申請書（第１号様式） 

イ 蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付対象児童報告書（第２号様

式） 

ウ 給食費の額を明らかにする書類 

エ その他市長が必要と認める書類 

 ⑵ 私立保育所等を利用する児童の保護者 次に掲げる書類 

ア 蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付申請書兼請求書（償還払い

用）（第３号様式） 

イ 給食費等支払内訳表（第４号様式） 

ウ 領収証（給食費の額が確認できるもの） 

エ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第２号に定める者は、交付の申請と交付額の請求を兼ねるものとし、規則

第１３条に規定する実績報告は、交付の申請をもってこれに代えるものとする。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条第１項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、蒲郡市私立保育

所等給食費負担軽減補助金交付（不交付）決定通知書(第５号様式。以下「交付（不

交付）決定通知書」という。)により当該申請した者に通知するものとする。 

２ 補助金の交付（不交付）決定通知書には、必要な条件を付することができる。 

（補助金の変更交付申請） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた私立保育所等を運営

する者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に補助事業の計画

の変更をしようとするときは、あらかじめ蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補

助金変更交付申請書（第６号様式）を市長に提出し、その決定を受けなければな

らない。 

（補助金の変更交付決定） 

第１０条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の変

更交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、蒲郡市私立保育所



等給食費負担軽減補助金変更交付決定通知書(第７号様式)により補助事業者に通

知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その補助事業完了後（変更

の決定を受けた場合を含む。以下同じ。）３０日以内に、蒲郡市私立保育所等給食

費負担軽減補助金実績報告書（第８号様式）に市長が必要と認める書類を添えて

報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正

と認めるときは、補助金の額を確定し、蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助

金交付額確定通知書(第９号様式)により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第１３条 私立保育所等は、前条の確定通知を受けたときは、速やかに蒲郡市私立

保育所等給食費負担軽減補助金請求書（第１０号様式）を市長に提出するものと

する。 

２ 市長は、前項又は第７条第１項第２号の請求を受理したときは、その内容を確

認し、適当と認めたときは、受理した日から３０日以内に補助金を支払うものと

する。ただし、市長が補助事業の適正な執行上、必要であると認めたときは、そ

の全部又は一部を前渡（概算払又は前金払）することができる。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付を決定した者（以下「交付決定者」という。）が

虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一

部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場

合で、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その

返還を命ずるものとする。 

（関係書類の整備） 

第１５条 交付決定者は、補助金に係る収支についての状況を明らかにする帳簿そ

の他関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算

して５年間保管しなければならない。 

（報告及び調査） 



第１６条 市長は、必要があると認めた場合は、交付決定者に対し報告を求め、又

は関係職員を派遣して帳簿その他の関係書類を調査させることができる。 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （蒲郡市私立保育所等給食主食費無償化補助金交付要綱の廃止） 

２ 蒲郡市私立保育所等給食主食費無償化補助金交付要綱（令和４年４月１日施行）

は、廃止する。 

３ この要綱の施行の日前に、廃止前の蒲郡市私立保育所等給食主食費無償化補助

金交付要綱第８条の規定により補助金の交付決定を受けた者に対する当該補助金

の交付に関しては、なお従前の例による。 

 （電力・ガス・食料品等価格高騰に係る副食費相当額の特例） 

４ 令和５年６月から８月までの間の給食費に係る補助金の額については、第６条

第２号中「５００円」とあるのは「５，０００円」と読み替えて適用する。この

場合において、第２号様式及び第４号様式中「５００」とあるのは「５，０００」

とする。 

 （物価高騰対応に係る副食費相当額の特例） 

５ 令和６年１月から３月までの間の給食費に係る補助金の額については、第６条

第２号中「５００円」とあるのは「５，０００円」と読み替えて適用する。この

場合において、第２号様式及び第４号様式中「５００」とあるのは「５，０００」

とする。 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１２月２６日から施行する。 

  



第１号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

蒲郡市長 様 

 

 

申請者 所在地 

    施設名          

    代表者名 

 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付申請書 

 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱第７条第１項第１号の規定に

基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

補助申請額                 円 

（   年  月分 から   年  月分 まで） 

 

 

 

   添付書類   □ 蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付対象児童

報告書（第２号様式） 

□ 給食費の額を明らかにする書類 

□ その他（              ） 

  



第２号様式（第７条関係） 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付対象児童報告書 

施設名             

代表者名             

（    年   月分）                      単位：円 

番

号 

対象児童 給食費 主食費

相当額 

主食費

相当額

補助上

限額 

主食費

相当額

補助申

請額 

副食費

相当額 

副食費

相当額

補助上

限額 

副食費

相当額

補助申

請額 

補助申

請額計 

ク

ラ

ス

年

齢 

児童氏名 生年月日 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 

   

ＢとＣ

を比較

し小さ

い額 

  

ＥとＦ

を比較

し小さ

い額 

Ｄ+Ｇ 

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

      900   500   

補助申請額合計        

なお、Ｈの金額については、保護者から徴収しておりません。 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

年  月  日 

蒲郡市長 様 

申請者 住所 

    氏名          

    連絡先 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付申請書兼請求書（償還払用） 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱第７条第１項第２号の規定に

基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。なお、補助金の交付決定がされ

た場合には、補助金を指定の口座に振り込んでください。 

 

補助申請額                 円 

（   年  月分 から   年  月分 まで） 

 

   添付書類   □ 給食費支払内訳表（第４号様式） 

□ 領収書（給食費の額が確認できるもの） 

□ その他（              ） 

 

 

振  込  先 種目 口座番号 

 

信用金庫 

銀行 

農協 

漁協 

信組 

信連 

信漁連 

店 

普通 

当座 
 

フリガナ 

口座名義人 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

給食費支払内訳表 

 給食費の支払は、次のとおりです。                 単位：円 

補助対象

児童 

氏名  

生年月日  

利用施設又は事業者名  

対象月 

給食費支払

額 

主食費相当

額 

主食費相当額

補助上限額 

主食費相当額

補助申請額 

副食費相

当額 

副食費相当額

補助上限額 

副食費相当額

補助申請額 

補助申

請額計 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 

   

ＢとＣを比較

し小さい額 

  

ＥとＦを比較

し小さい額 

Ｄ+Ｇ 

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

年 月   900   500   

合計         

備考  各月ごとに施設及び事業者に支払った給食費の金額が分かる領収書を添付

してください。 

    給食費の主食及び副食費の設定がない場合は、月額９００円に達するまで

を主食費相当額、残りの額を副食費相当額として記載してください。 

  



第５号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

蒲郡市長           印   

 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金

について、蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱第８条第１項の規定

に基づき、次のとおり通知します。 

 

 

交付／不交付  

補助金交付決定額 

(交付の場合) 
円 

交付の条件  

不交付の場合の理由  

備考  

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第９条関係） 

年  月  日 

 

蒲郡市長 様 

 

 

申請者 住所 

    氏名         

    連絡先 

 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金変更交付申請書 

 

   年  月  日 第 号により交付決定のあった蒲郡市私立保育所等給食費

負担軽減補助金について、蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱第９

条の規定により下記のとおり変更したいので申請します。 

記 

 

 １ 実施施設の名称 

 

 ２ 既交付決定額    金            円 

  

３ 変更後の交付申請額 金            円 

 

 ４ 変更の内容 

  

 

 

 

 

 



第７号様式（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

蒲郡市長           印   

 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金変更交付（不交付）決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金

について、蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱第１０条の規定に基

づき、次のとおり通知します。 

 

 

交付／不交付  

変更後の補助金交付決定額 

(交付の場合) 
円 

不交付の場合の理由  

備考  

  



第８号様式（第１１条関係） 

年   月   日 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金実績報告書 

 

蒲郡市長 様 

                  

申請者 所在地 

    施設名             

    代表者名 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、次

のとおり報告します。 

 

交付決定日（※）  

文書番号（※）  

補助事業の開始年月日 

及び完了年月日 

 

 

 

補助金交付決定額（※）  

補助金精算額  

その他  

添付書類 
□ 給食費の補助金精算額を明らかにする書類 

□ その他 

※ 蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付（不交付）決定通知書の通知日、

文書番号及び補助金交付決定額をご記載ください。 

  



第９号様式（第１２条関係） 

   第     号 

      年  月  日 

 

 

             様 

 

蒲郡市長          印 

 

 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金確定通知書 

 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった蒲郡市私立保育所等給食費負担軽

減補助金については、次のとおり確定する。 

 

 

 

 

１ 補助金交付決定額    金             円 

 

２ 補 助 金 確 定 額    金             円 

  



第１０号様式（第１３条関係） 

 

年   月   日 

 

蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金請求書 

 

 

蒲郡市長 様 

 

 

申請者 所在地 

    施設名              

    代表者名 

 

 

 蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金交付要綱第１３条第１項の規定に基づ

き、蒲郡市私立保育所等給食費負担軽減補助金として、下記の金額を請求します。 

 

 

記 

 

 

 

 

金             円 

 

 

 

 

 

 


